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 香川県個人情報保護条例（平成 16 年香川県条例第 57 号。以下「旧条例」という。）によ

る個人情報の開示請求、決定、審査請求など、令和４年度の個人情報保護制度の運用状況

をとりまとめましたので、次のとおり公表します。 
※ 現行の香川県個人情報保護条例（令和４年香川県条例第 30 号）は、令和４年 12 月 20 日に公布さ

れ、令和５年４月１日から施行されています。 
  
１ 個人情報取扱事務の登録状況 

○ 県の各実施機関は、氏名、住所など特定の個人が識別される個人情報を取り扱う事

務については、その事務の名称・目的、記録項目等を記載した個人情報取扱事務登録

簿を作成し、一般の閲覧に供しています（旧条例第 13 条）。 

○  令和４年度末現在で、1,656 件の事務を登録し、閲覧に供しています。 
 
【表１】個人情報取扱事務の登録状況                      （単位：件） 

実 施 機 関 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
知事 1,172 1,192 1,198 

教育委員会 200 203 205 

公安委員会 3 3 3 

警察本部長 139 139 139 

選挙管理委員会 10 10 11 

人事委員会 11 12 12 

監査委員 11 11 11 

労働委員会 16 16 16 

収用委員会 9 9 9 

海区漁業調整委員会 10 10 10 

内水面漁場管理委員会 10 10 10 

病院事業管理者 32 32 32 

計 1,623 1,647 1,656 
 
２ 個人情報開示請求の件数とその決定状況等 

○ 令和４年度の請求件数は 117 件（対前年度比 75％）、決定件数(文書件数)は 244 件

（対前年度比 63％）でした。これは、知事部局及び警察本部において、請求件数及び

決定件数（文書件数）が減少したことによるものです。 
 

 【表２】開示請求の件数とその決定状況等                   (単位：件） 

実 施 機 関 請求件数 
決定件数 

(文書件数) 

決 定 状 況 等  

開示 一部開示 
不 開 示 却下又は

取下げ 全部不開示 文書不存在 

知事 49 109 77 21  11  

教育委員会 3 14 14     

公安委員会        

警察本部長 65 121 1 115  1 4  

選挙管理委員会        

人事委員会        

監査委員        

労働委員会        

収用委員会        

海区漁業調整委員会        

内水面漁場管理委員会        

病院事業管理者        

令和４年度 計 117 244 92 136 1 15  

令和３年度 計 157 390 169 207 3 7 4 

令和２年度 計 108 272 141 131    
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３ 簡易開示（口頭による開示請求） 

○  ２のほか、試験の得点結果のように、開示するかどうかをあらかじめ判断すること

ができ、また、一度に多くの開示請求があると見込まれる個人情報は、口頭による開

示請求によってその場で閲覧することができます（旧条例第 27 条）。 

○  令和４年度の請求件数は、9,285 件で前年度より 609 件減少しており、例年同様、香

川県公立高等学校入学者選抜と運転免許試験の開示請求が大半を占めています。 
 

 【表３】口頭による開示請求の状況（53 種）                   （単位：件） 

試 験 等 の 名 称 実施機関 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

行政書士試験 知事    

職員採用選考試験（知事が実施する試験に限る。） 知事 5 6 4 

育休任期付職員登録試験 知事    

任期付職員採用選考試験 知事    

会計年度任用職員登録試験 知事 2 1 2 

調理師試験 知事 13 9 3 

介護支援専門員実務研修受講試験 知事 11 16 12 

准看護師試験 知事   1 

保健医療大学一般入学試験 知事 23 26 26 

保健医療大学推薦入学試験 知事 35 29 34 

保健医療大学専攻科入学試験 知事 4 7  

保健医療大学大学院入学試験 知事 5 9 15 

毒物劇物取扱者試験 知事 39 16 39 

医薬品登録販売業者試験 知事 13 15 11 

クリーニング師試験 知事 2 1  

製菓衛生師試験 知事 3   

ふぐ処理師試験 知事 1 2 2 

砂利採取業務主任者試験 知事    

職業訓練指導員試験 知事 3 2  

技能検定試験（前期／後期） 知事 4 8 7 

農業機械利用技能者技能検定試験 知事    

香川県農薬管理指導者認定試験 知事  1  

農業大学校一般入学試験 知事    

採石業務管理者試験 知事    

香川県公立高等学校入学者選抜 教育委員会 3,598 3,520 3,291 

香川県立高等学校専攻科入学者選抜 教育委員会    

職員採用選考試験（教育委員会が実施する試験に

限る。） 
教育委員会   1 

香川県育休任期付職員登録試験 教育委員会    

香川県公立学校臨時的任用職員登録試験 教育委員会  1 4 

香川県教育委員会会計年度任用職員登録試験 教育委員会 1  1 

香川県公立学校教員採用選考試験 教育委員会    

香川県立高松北中学校入学者選抜 教育委員会 71 82 54 

職員等採用試験（大学卒業程度） 人事委員会 35 25 28 

職員等採用試験（短大卒業程度） 人事委員会 1   

職員等採用試験（高校卒業程度） 人事委員会 2 2  

警察官採用試験（大学卒業程度） 人事委員会 17 12 14 

警察官採用試験（高校卒業程度） 人事委員会 14 10 9 

任期付職員登録試験（行政・学校事務） 人事委員会 １   

職員採用選考試験（人事委員会が実施する試験に

限る。） 
人事委員会 2   
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試 験 等 の 名 称 実施機関 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

警察官採用選考試験 警察本部長    

警察職員採用選考試験 警察本部長    

警察任期付職員登録試験 警察本部長    

香川県警察臨時職員登録試験 警察本部長    

警備員指導教育責任者講習の修了考査 警察本部長 32 26 30 

警備指導教育責任者講習の課程を修了した者と

同等以上の知識及び能力を有すると認める者と

しての認定の考査 

警察本部長    

警備員又は警備員になろうとする者に対する検

定 
警察本部長 11 1 3 

猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする

者に対する講習会の修了考査 
警察本部長    

クロスボウの所持の許可を受けようとする者に

対する講習会の修了考査 
警察本部長    

駐車監視員資格者講習の修了考査 警察本部長    

駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同

等以上の技能及び知識を有すると認める者とし

ての認定の審査 

警察本部長    

運転免許試験（香川県警察本部交通部運転免許課

において行われたものに限る。） 
警察本部長 6,550 6,063 5,692 

技能検定に関する技能及び知識に関して行う審

査 
警察本部長    

自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関

する技能及び知識に関して行う審査 
警察本部長    

基準該当初心運転者に対する再試験 警察本部長    

免許の保留、免許の効力の停止又は６月を超えな

い範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者に

対して行う講習の考査 

警察本部長    

職員採用選考試験（病院事業管理者が実施する試

験に限る。） 

病院事業 

管理者 
4 4 2 

計 10,502 9,894 9,285 

 

 

４ 訂正請求の件数と決定状況 

○ 開示を受けた自己の個人情報について事実の誤りがある場合は、訂正請求をする  

ことができます（旧条例第 28 条）。 

○  令和４年度の訂正請求は、０件でした。 
 
【表４】訂正請求の件数及び決定状況                      （単位：件） 

年度 実施機関 請求件数 
決定状況 

調査中 
訂正 不訂正 却下 

令和４年度       

令和３年度       

令和２年度       
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５ 利用停止請求の件数と決定状況 

○  開示を受けた自己の個人情報について、不適正に取り扱われている場合は、利用停

止請求をすることができます（旧条例第 36 条）。 

○  令和４年度の利用停止請求は、０件でした。 
 

【表５】利用停止請求の件数及び決定状況                    （単位：件） 

年 度 実施機関 請求件数 
決 定 状 況 

調査中 
利用停止 利用不停止 却下 

令和４年度       

令和３年度       

令和２年度       

 

 

６ 審査請求の件数と審議会における処理状況 

○  開示請求等に対する決定について不服がある者は、行政不服審査法による審査請求

をすることができます。 

○  令和４年度の審査請求の件数は、０件でした。 
 

【表６】審査請求の件数と審議会における処理状況               （単位：件） 

年 度 

審査 

請求 

件数 

答申 

件数 

答 申 内 容  
却下又は

取下げ 

審理中

（年度末

現在） 

諮問庁の判断

は妥当でない 

諮問庁の判断

は一部妥当で

ない 

諮問庁の判断

は妥当である 

令和４年度        

令和３年度        

令和２年度        

 
 注 最近の答申については、行政不服審査法第 79 条の規定に基づき、県ホームページにその概

要を公表しています。 

   (https://www.pref.kagawa.lg.jp/kocho/kojinjoho/shingikai/tousin.html) 
 


